
　三次市公告第６４号

　　事後審査型一般競争入札を執行するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

　第１６７条の６の規定により，次のとおり公告する。

三次市長　福　岡　誠　志　

1 入札に付する事項

⑴ 設計第維持－１６号

⑵ 道路除草業務委託　一般県道羽出庭三良坂線

⑶ 三次市三和町地内外

⑷ 契約日から令和７年１０月３１日まで

⑸ 道路除草業務　N=１．０式

⑹ ４，５２５，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

⑺ なし

⑴ 設計第維持－２７号

⑵ 道路除草業務委託　市道海田原田幸線外

⑶ 三次市大田幸町地内外

⑷ 契約日から令和７年１０月３１日まで

⑸ 道路除草業務　N=１．０式

⑹ ３，６８８，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

⑺ なし

⑴ 設計第維持－２１号

⑵ 道路除草業務委託　一般県道若屋秋町線

⑶ 三次市秋町地内

⑷ 契約日から令和７年１０月３１日まで

⑸ 道路除草業務　N=１．０式

⑹ ３，０４５，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

⑺ なし

⑴ 設計第維持－３０号

⑵ 道路除草業務委託　市道峠下54号線　外

⑶ 三次市作木町地内

⑷ 契約日から令和７年１０月３１日まで

⑸ 道路除草業務　N=１．０式

⑹ １，７３３，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

⑺ なし
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2 担当部署

建設部土木課 0824-62-6156

3 入札に参加する者に関する資格に関する事項

⑴

⑵

⑶

⑷

4 入札方法

5 入札等の日程

⑷

⑸

令和６年度三次市建設工事入札参加資格者名簿に記載されているもので，とび・土工・コン
クリート工事業を当初又は追加申請で登録申請しており，その時点での経営規模等評価結
果通知書によるとび・土工・コンクリート工事の完成工事高があるもの又は令和６年度三次市
建設工事入札参加資格者名簿（土木一式工事）に記載されているランクがAからDまでのも
の。

本件入札は電子入札システムによる。（紙，ファクシミリ等による入札は認めない。）
ただし，パソコンの不調等により電子入札ができない場合，所定の手続きをとり入札最終日午後
４時までに総務部財政課契約係へ入札書及び内訳書をそれぞれ別封筒に入れ，割り印して提
出すること。

三次市ホームページに掲載する。⑴

⑵

仕様書閲覧期間
令和7年5月7日（水）から

令和7年5月16日（金）まで

令和7年5月7日（水）から

令和7年5月15日（木）まで

令和7年5月19日（月）から

令和7年5月21日（水）から

事後審査資料提出依頼書
を受け取った日から，同依
頼において指定された提出
期限の日まで（休日を除
く。）
午前９時から午後３時まで

電子入札システム
午前９時から午後４時

⑶

開札
電子入札システム
午前９時３０分から午前１１時００分

資格要件確認書
類の提出

書面を持参又は電子入札システムにより提
出
（書面を提出する場合の提出場所は，三次
市総務部財政課契約係）

（注）　※　休日とは，三次市の休日を定める条例第１条の休日をいう。

電話

質問受付期間

 三次市一般競争入札事務要領（平成１９年三次市告示第３９号）第４条の規定によるほか，次の
事項のいずれにも該当するものであること。

　令和６年度において，市土木課発注の除雪業務か市危機管理課発注の緊急内水排除ポ
ンプの確保業務（水防業務）のいずれかを元請で受託したもの。

※この案件の公告日から開札日までの間のいずれの日においても三次市の指名除外措置の対
象となっていないものを参加対象とします。

市内に本社・本店を有するもの。

市税を完納しているもの。

メール等により受け付ける。回答は左記に
かかわらず，随時，メール等にて行う。
（休日除く）午前９時から午後４時

入札
令和7年5月20日（火）まで



6 資格要件確認書類

⑴ 資格要件確認資料提出書（様式第３号）

7 入札保証金 免除

8 内訳書 入札にあたっては，入札書に記載された金額の積算内訳を添付すること。

9 落札者の決定

⑴

一
抜
け
方
式

⑵

10 契約保証金 免除

11 その他

この業務の施工に際して，主要資材の購入又は，やむを得ず業務の一部（主体的部分を除
く。）を第三者に請け負わせようとする場合は，極力三次市内に主たる本店・営業所を有する
業者に発注するものとする。

開札手続きの終了後に、事後審査資料提出依頼書により落札候補者に対して次に掲げる資格
要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて落札候補者以外の入札参加者
に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。【提出された書類は返却しない。】
提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は，当該
入札者に対し指名除外措置を行うことがある。

落札候補者（予定価格の範囲内で最低の価格を提示した者をいう。）について，内訳書の確
認を行う。確認の結果，適格である場合，落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類
等により当該工事の入札参加資格の審査を行い，資格要件を満たしていることが確認できる
場合はその者を落札者として決定するものとする。
落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合（※１の規定により資
格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。）は，当該入札を無効とし，以下，落札者
が決定するまで順次，無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行うもの
とする。
この場合において，無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは，これらの
者のうち，電子くじによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について，優先的に審
査及び落札者の決定を行うものとする。

※１　次のアからウのいずれかに該当する場合には，その者は資格要件を満たしていないも
のとみなし，当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 市長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合
イ 資格要件の確認のために市の職員が行った指示に従わない場合
ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合

案件１９から２２までについては一抜け方式をしている案件であり，案件番号順に開札を行う
ため，先に落札した者は残りの入札について参加できないものとする。本入札は電子入札の
ため，該当となったものの入札は，電子入札システムにより入札されなかったものとして取り扱
うこととする。

落札となるべき同価格の入札をしたものが２以上ある場合は，当該入札者の「電子くじ」による
くじ引きにより落札者を決定するものとする。


